
正

誤 

  
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
第
七
百
六
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

 
 

 
 

 
 

三 
 

 
 

後
ろ
か
ら
二 

 

誤 に
つ
い
て
は 

 

正 に
つ
い
て
は
、
初
任
給
基
準
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 
 

 
 

 
 

 

四 
 

 
 

前
か
ら
九 

 

 

誤 と
い
う
。
）
は 

 

正 と
い
う
。
）
は
、
初
任
給
基
準
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か 

 

ペ
ー
ジ 

 

別
表
第
五
イ
中 

 
 

 
 

 
 

六 
 

 
 

備
考
二
、
三
及
び
四 

 
 

 
 

 
 

          

61a264cdb2ddb7e22447d39f52ee0c6e



誤 

                 

正 

               



ペ
ー
ジ 

 

別
表
第
五
ロ
中 

 
 

 
 

 
 

七 
 

 
 

備
考 

 
 

 
 

 
 

 

誤 第
四
項 

 

正 第
三
項 

 


		Motohiro Ohno
	2026-06-04T16:32:04+0900
	日本
	2026-06-04 16:31:38 +09:00 JSTに承認しました


	



